
２０２３年８月１８日 

中国電力ネットワーク株式会社 

 

 

２０２３年台風第７号により被災されたお客さまに対する 

託送料金等の特別措置について 

 

 

２０２３年台風第７号により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。 

 当社は、この台風の影響により災害救助法が適用された地域、および隣接する地域におい

て、被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった

場合には、下記の特別措置を講ずることとし、８月１６日に経済産業大臣宛に認可・承認

申請を行い、本日、認可・承認を受けましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．対象地域 

 【災害救助法が適用された地域】 

〔鳥取県〕鳥取市
とっとりし

、八頭郡
や ず ぐ ん

八頭町
やずちょう

、東伯郡
とうはくぐん

三朝町
みささちょう

 

 

 【上記市町村に隣接する地域】 

〔鳥取県〕倉吉市
くらよしし

、岩美郡
いわみぐん

岩美町
いわみちょう

、八頭郡
や ず ぐ ん

若桜町
わかさちょう

、八頭郡
や ず ぐ ん

智頭町
ちづちょう

、東伯郡
とうはくぐん

湯
ゆ

梨浜町
りはまちょう

 

〔岡山県〕津山市
つ や ま し

、真庭市
ま に わ し

、苫田郡
とまたぐん

鏡野町
かがみのちょう

 

   

２．特別措置の内容 

【小売電気事業者さま等】 

（１）接続送電サービス料金等の料金算定日※１の延長 

   ２０２３年７月分（支払期日が災害救助法適用日以降となるものに限ります。）、 

８月分、９月分および１０月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金およ

び予備送電サービス料金の料金算定日を各々１カ月間延長します。 

 ※１･･･料金算定日から３１日目の日を支払期日としています。 

 

（２）不使用月の接続送電サービス料金等の免除 

   被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の

次の料金計算月から６カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金

および予備送電サービス料金を申し受けません。 

 

 



（３）工事費負担金※２の免除 

   被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ

契約内容で２０２４年２月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金

を申し受けません。 

※２･･･小売電気事業者からのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設また

は変更する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。 

 

（４）臨時工事費※３の免除 

   再建等のため２０２４年２月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、

臨時工事費を申し受けません。 

※３･･･小売電気事業者からのお申し込みにより、契約期間が１年未満の契約を行う際

に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等におい

て、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。 

 

（５）使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除 

   災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、２０２４年２月末日

までは、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス

料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。 

 

（６）諸工料※４の免除 

   災害のため引込線、計量器等の取付位置の変更を２０２４年２月末日までに申し込ま

れた場合で、その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは、諸工料を申し受け

ません。 

 ※４･･･小売電気事業者からのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更す

る場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。 

 

【当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま】  

（１）電気料金の支払期日※５の延長  

被災されたお客さまの２０２３年７月分（支払期日が災害救助法適用日以降となるもの

に限る）、８月分、９月分および１０月分の電気料金の支払期日を各々１カ月間延長いた

します。  

  ※５･･･支払期日は、検針日の翌日から３０日目をいいます。 

 

（２）不使用月の電気料金の免除  

被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する

月分の翌月分の電気料金から６カ月間に限り、電気料金（不使用料金）は申し受けません。  

 

（３）工事費負担金※６の免除  

被災されたお客さまが、被災時から引き続きまったく電気を使用せず、一時的に契約

を廃止し、被災前の契約をこえない内容で２０２４年２月末日までに電気の使用を申し

込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。  

※６･･･お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する

場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。 



 

（４）臨時工事費※７の免除  

被災されたお客さまが、再建等のため、２０２４年２月末日までに契約期間が１年未

満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。  

※７･･･お客さまからのお申し込みにより、契約期間が１年未満の契約を行う際に当社の

電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、

お客さまにご負担いただく費用をいいます。 

 

（５）使用不能設備相当分の基本料金※８の一部免除 

被災されたお客さまの電気設備が一時使用不能となった場合は、その使用不能設備相

当分の基本料金は、２０２４年２月末日まで申し受けません。  

※８･･･離島等供給約款（低圧）で供給する場合は、契約種別が従量電灯Ｂ、時間帯別電灯、

ファミリータイム、電灯ピークシフトプラン、臨時電灯Ｃ、公衆街路灯Ｃ、低圧 

高負荷契約、低圧電力、臨時電力、農事用電力、低圧季節別時間帯別電力、深夜電力

Ｂ、第２深夜電力または融雪用電力のお客さまに限ります。 

 

（６）諸工料※９の免除 

被災されたお客さまが、再建等のため、２０２４年２月末日までに引込線、計量器および

その付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。 

※９･･･お客さまからのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合

等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。 

 

３．特別措置の適用 

この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお問い合わせください。 

【小売電気事業者さま等のお問い合わせ先】 

ネットワークサービスセンター 

０８２-５４４-２６７３ 

（受付時間）９時～１２時、１３時～１７時（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

【当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま】 

  （鳥取県）山陰ネットワークセンター 

０１２０－８３３－１０４ 

（岡山県）岡山ネットワークセンター 

     ０１２０－４１１－３５３ 

（受付時間） ９時～１７時（土・日・祝日・年末年始を除く） 

※ネットワークセンターのお問い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネット 

ワークサービスセンターにつながります。 

以 上 


